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(57)【要約】
【課題】スピーカ装置（ヘッドホン／イヤホン）の耳へ
の装着の有無を検出してユーザの聴覚に負荷を与える出
力音量の累積値が適切に算出されるようにする。
【解決手段】接続されたスピーカ装置がユーザの耳に装
着状態であるか非装着状態であるかを判定する。そして
装着状態と判定されている期間のみに、スピーカ装置部
に供給する音声信号の音量レベルと音声出力時間に応じ
て出力音量の累積値を演算する。累積値が規制値に達し
た場合には、スピーカ装置部に供給する音声信号につい
ての音量規制を実行する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続されたスピーカ装置がユーザの耳に装着状態であるか非装着状態であるかを判定す
る装着判定部と、
　上記スピーカ装置に供給する音声信号の音量調整を行う音量調整部と、
　上記音声信号の音量レベルと音声出力時間に応じて出力音量の累積値を演算し、上記累
積値が規制値に達した場合に、上記音量調整部に音量規制を実行させるとともに、上記装
着判定部によって上記非装着状態と判定されている期間は、上記累積値の演算を実行しな
い累積演算部と、
　を備えた音声信号出力装置。
【請求項２】
　可聴帯域外信号を発生させる可聴帯域外信号発生部と、
　上記可聴帯域外信号発生部で発生された可聴帯域外信号を上記スピーカ装置部に供給す
る音声信号に重畳する信号重畳部と、
　をさらに備えるとともに、
　上記装着判定部は、
　上記スピーカ装置から供給される受音信号における上記可聴帯域外信号の検出に基づい
て、上記装着状態か上記非装着状態かの判定を行う請求項１に記載の音声信号出力装置。
【請求項３】
　上記装着判定部は、上記受音信号から抽出した上記可聴帯域外信号の単位時間の平均レ
ベルが所定のスレッショルドレベルより大きい場合に、上記装着状態と判定する請求項２
に記載の音声信号出力装置。
【請求項４】
　上記スピーカ装置から供給される受音信号からノイズキャンセル信号を生成するノイズ
キャンセル信号発生部と、
　上記ノイズキャンセル信号を上記スピーカ装置部に供給する音声信号に加算する加算部
と、
　をさらに備えた請求項３に記載の音声信号出力装置。
【請求項５】
　上記装着判定部は、上記スピーカ装置から供給される受音信号を、上記可聴帯域外信号
の帯域に対応するフィルタを介して入力し、
　上記ノイズキャンセル信号発生部は、上記スピーカ装置から供給される受音信号を、可
聴帯域のフィルタを介して入力する請求項４に記載の音声信号出力装置。
【請求項６】
　上記装着判定部は、
　上記スピーカ装置から供給される受音信号における上記可聴帯域外信号の検出のために
、周波数依存性抵抗部の端子電圧検出を行う請求項２に記載の音声信号出力装置。
【請求項７】
　上記周波数依存性抵抗部としてフェライトビーズを用いる請求項６に記載の音声信号出
力装置。
【請求項８】
　接続された音声信号出力装置から供給される出力音声信号により音声出力を行うスピー
カ部と、
　ユーザの耳に装着された状態で、ユーザの耳内反射音を受音するように配置された耳内
反射音用受音素子と、
　上記受音素子で得られる受音信号を、接続された音声信号出力装置に供給する出力端子
と、
　を備えたスピーカ装置。
【請求項９】
　ノイズ集音用受音素子をさらに備え、
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　上記耳内反射音用受音素子の受音信号と、上記ノイズ集音用受音素子の受音信号は合成
されて上記出力端子から出力される請求項８に記載のスピーカ装置。
【請求項１０】
　上記耳内反射音用受音素子は、ノイズ集音用受音素子としても機能する位置に配置され
ている請求項８に記載のスピーカ装置。
【請求項１１】
　接続されたスピーカ装置がユーザの耳に装着状態であるか非装着状態であるかを判定す
るステップと、
　上記装着状態と判定されている期間のみに、上記スピーカ装置部に供給する音声信号の
音量レベルと音声出力時間に応じて出力音量の累積値を演算するステップと、
　上記累積値が規制値に達した場合に、上記スピーカ装置部に供給する音声信号について
の音量規制を実行するステップと、
　を備えた音声信号出力方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声信号出力装置、スピーカ装置、音声信号出力方法に関し、特にスピーカ
装置に出力する音声信号を出力音量として累積する技術に関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】特開平３－１２３１９９号公報
【特許文献２】特開昭６４－１４００号公報
【特許文献３】特開平２００９－１５９４４１号公報
【背景技術】
【０００３】
　上記特許文献に記載された発明は、再生音圧を規制するものではないが、ヘッドホンの
耳内への装着／非装着の検出についての技術に関するものである。
【０００４】
　例えば、オーディオプレーヤ、メディアプレイヤー等と呼ばれる携帯型の再生装置で音
楽等を楽しむことが通常なされている。
　現在、難聴防止のために、これらの再生装置でヘッドホン／イヤホンを接続して行う音
声再生に関し、ヨーロッパを中心に再生装置本体からヘッドホンへの長時間の大音量の再
生信号の供給を規制する流れがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　大音量の音声を長時間聴くことを防止するためには、例えば、音楽再生中の再生装置本
体の出力電圧を累積的にカウントしておき、その累積値が聴覚への悪影響を及ぼす恐れが
ある基準値に達すると出力電圧の最大値を強制的に下げるといった対策が考えられる。
　ところが、ユーザの実際の聴取状態を考慮しなければ、このような対策は、逆に必要が
ないのに音量に制限を与えるような不都合な動作を行う可能性がある。例えばユーザがヘ
ッドホン等を装着して聴いていなくても、その期間の出力音圧を累積し、ある時点で出力
音量を低レベルにしてしまうなどである。
【０００６】
　そこで本発明は、難聴を防止するための音量規制は行いつつ、その規制としての音量制
御が適切に行われるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の音声信号出力装置は、接続されたスピーカ装置がユーザの耳に装着状態である
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か非装着状態であるかを判定する装着判定部と、上記スピーカ装置に供給する音声信号の
音量調整を行う音量調整部と、上記音声信号の音量レベルと音声出力時間に応じて出力音
量の累積値を演算し、上記累積値が規制値に達した場合に、上記音量調整部に音量規制を
実行させるとともに、上記装着判定部によって上記非装着状態と判定されている期間は、
上記累積値の演算を実行しない累積演算部とを備える。
　また、可聴帯域外信号を発生させる可聴帯域外信号発生部と、上記可聴帯域外信号発生
部で発生された可聴帯域外信号を上記スピーカ装置部に供給する音声信号に重畳する信号
重畳部とをさらに備える。そして上記装着判定部は、上記スピーカ装置から供給される受
音信号における上記可聴帯域外信号の検出に基づいて、上記装着状態か上記非装着状態か
の判定を行うものとする。
【０００８】
　本発明のスピーカ装置は、接続された音声信号出力装置から供給される出力音声信号に
より音声出力を行うスピーカ部と、ユーザの耳に装着された状態で、ユーザの耳内反射音
を受音するように配置された耳内反射音用受音素子と、上記受音素子で得られる受音信号
を、接続された音声信号出力装置に供給する出力端子とを備える。
【０００９】
　本発明の音声信号出力方法は、接続されたスピーカ装置がユーザの耳に装着状態である
か非装着状態であるかを判定するステップと、上記装着判定部によって上記装着状態と判
定されている期間のみに、上記スピーカ装置部に供給する音声信号の音量レベルと音声出
力時間に応じて出力音量の累積値を演算するステップと、上記累積値が規制値に達した場
合に、上記スピーカ装置部に供給する音声信号についての音量規制を実行するステップと
、を備える。
【００１０】
　このような本発明では、音声信号出力装置に接続されたスピーカ装置が、ユーザの耳に
装着されているか否かを検出して出力音量の累積を行う。つまり、スピーカ装置が耳に装
着されていない期間、即ちユーザの聴覚に負担をかけない期間は出力音量の累積値の演算
を行わない。このようにすることで、累積値は、ユーザの耳に装着されている期間のみの
累積値となり、難聴対策のための累積値として適切な値となる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、音声信号出力装置を使用する者がいかなる形態で使用したとしても、
スピーカ装置（ヘッドホン／イヤホン）を耳に装着しているかどうかを検出し、スピーカ
装置が耳内に装着しているときのみ、出力音量の累積値を更新していくことができる。こ
れにより、この累積値に基づく適切な音量制御が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態の累積値演算の説明図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態のブロック図である。
【図３】実施の形態のヘッドホン装着判定部の詳細のブロック図である。
【図４】実施の形態のヘッドホン装置側に形成されるプラグと再生装置本体側に形成され
るジャックの構造の説明図である。
【図５】実施の形態のヘッドホン装置の内部構造と動作の説明図である。
【図６】実施の形態の再生音量累積演算及びゲイン規制処理のフローチャートである。
【図７】実施の形態の累積演算制御処理のフローチャートである。
【図８】第２の実施の形態のブロック図である。
【図９】第３の実施の形態のブロック図である。
【図１０】第４の実施の形態のブロック図である。
【図１１】フェライトビーズを使用したときの等価回路を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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　以下、本発明の実施の形態を次の順序で説明する。なお、実施の形態では、本発明の音
声信号出力装置の例としてオーディオプレーヤやメディアプレイヤーとして呼ばれる再生
装置を挙げ、また本発明のスピーカ装置の例として、再生装置に接続されるヘッドホン装
置を例に挙げる。
＜１．実施の形態の累積演算動作の概要＞
＜２．第１の実施の形態＞
＜３．第２の実施の形態＞
＜４．第３の実施の形態＞
＜５．第４の実施の形態＞
【００１４】
＜１．実施の形態の累積演算動作の概要＞

　まず図１で、実施の形態の難聴対策のための出力音量の累積演算について述べる。
　例えば、長時間の大音量の聴取による難聴への懸念を考えたとき、再生装置は、ヘッド
ホンで出力される出力音量を、再生中に継続的に累積加算していく。そして、その累積値
が予め設定した所定の規制値に達したら、強制的に音量を下げる。例えばヘッドホンに出
力する音声信号に与えるゲインを制限する。このようにすれば、難聴対策として適切とな
る。
【００１５】
　ところが、単純に出力音量を累積していくことでは、実際には適切なゲイン制限が行わ
れない場合がある。
　例えば、ヘッドホン装置が耳から外されている場合、音楽が再生されていれば、再生装
置本体の出力電圧が時間累積カウントされ、またヘッドホン装置ではなく外部のアンプ付
スピーカ等で再生している場合にも、同様に再生装置本体の出力電圧が時間累積カウント
されることになる。
　また再生はしていても、ユーザがヘッドホンを外したまま聴いていない場合もある。
【００１６】
　すると、ユーザの聴覚に負担をかけていない期間の時間／音量までもが累積値に加算さ
れてしまい、無用なゲイン制限がなされてしまうことがある。
【００１７】
　この具体例を図１（ａ）（ｂ）（ｃ）で説明する。
　図１（ａ）は再生装置使用者のヘッドホン装置の耳内への装着状態を表している。すな
わち、使用者は時刻ｔ１で装着していたヘッドホン装置を外し、時刻ｔ３で再びヘッドホ
ン装置を装着していることを表している。
　図１（ｂ）、図１（ｃ）は、ヘッドホン装置の耳内装着検出の処理無しの場合の、再生
装置本体のボリュームの時間変化と、再生装置の再生信号（再生音量）の累積値の変化を
表している。
【００１８】
　これらの図が示すとおり、再生装置本体のボリューム設定の状態により、出力電圧の時
間記録を行っているため、ボリュームがｖ１の状態では時間記録の累積は緩やかである。
　時刻ｔ０では、ボリュームをｖ１からｖ２に上げているので時間記録の累積の状態は変
化し急峻となっている。
　時刻ｔ２では、ボリュームをｖ２からｖ１に下げているので時間記録の累積の状態は変
化し、時刻ｔ０までの累積と同様の傾斜で累積が行われる。これにより、使用者の再生装
置の使用の状況をある程度把握することができる。
【００１９】
　しかしながら、この場合、時刻ｔ１から時刻ｔ３までの間は、ヘッドホン装置が現実に
耳に装着されていないのにも拘わらず時間記録の累積が継続されている。
　そして時刻ｔ２では音圧の累積値が規制レベルを超えるため、ヘッドホンの装着とは関
係なく、図１（ｂ）に示すように音圧規制機能によって、その後のボリュームレベルの上
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限が強制的にボリュームｖ１に変更される。
【００２０】
　一方、図１（ｄ）、図１（ｅ）は実施の形態における、再生装置本体のボリュームの時
間変化と、再生音量累積値の変化を表している。
　この場合も、ボリュームがｖ１のとき、そのｖ１に対応した傾斜で時間記録の累積が行
われる。
　時刻ｔ０でボリュームをｖ１からｖ２に上げているので、時間記録の累積の状態は変化
し急峻となる。
　時刻ｔ０から時刻ｔ１まではその急峻な状態で累積が行われる。
　ところが時刻ｔ１から時刻ｔ３の期間は、ヘッドホン装置を耳内から外しているので、
累積は行われず、累積値は一定値となる。
　時刻ｔ３においてヘッドホン装置が再び装着されると、その時点で累積が再開される。
このときボリュームはｖ２なので、時刻ｔ０から時刻ｔ１の累積と同じ傾きで累積が継続
して行われる。
【００２１】
　つまりこの場合は、時刻ｔ３以降も、使用者は所望のボリュームで音楽を聴くことがで
きる。
　このように、本実施の形態は、音圧規制制御を行って難聴対策を講じる上で、その制御
の基準となる出力音量の累積値の演算は、ヘッドホン装着期間のみを対象とする。これに
より過剰に音圧を規制せず、メディアプレイヤー等の再生装置の使用者の使用状態に適応
しながら聴覚保護の為の音圧規制をすることができる。
【００２２】
　このため本実施の形態では、接続されたヘッドホン装置がユーザの耳に装着状態である
か非装着状態であるかを判定する装着判定部と、ヘッドホン装置に供給する音声信号の音
量調整を行う音量調整部と、音声信号の音量レベルと音声出力時間に応じて出力音量の累
積値を演算する累積演算部を備えるようにする。累積演算部は、累積値が規制値に達した
場合に、音量調整部に音量規制を実行させる。また累積演算部は装着判定部によって非装
着状態と判定されている期間は、累積値の演算を実行しないようにする。
【００２３】
＜２．第１の実施の形態＞

　図２は、本発明の一実施形態としての再生装置本体１と、ヘッドホン装置２０とを備え
て構成される第１の実施の形態について説明するための図である。このブロック図では、
再生装置本体１の内部構成とヘッドホン装置２０の内部構成をそれぞれ示している。
【００２４】
　図２において、先ず、ヘッドホン装置２０の内部構成を説明する。
　ヘッドホン装置２０は、スピーカ２１、受音素子２２を備える。
　スピーカ２１は、再生装置本体１から供給される音声信号を再生するものである。この
音声信号は、後述のＬ／Ｒチャンネル伝送路（図４参照）を経由して再生装置本体１から
供給される。
【００２５】
　受音素子２２は、再生装置本体１からスピーカ２１に供給される音声信号に重畳されて
いる後述の可聴帯域外信号を受信するものである。この受信信号は、ヘッドホン装置２０
が耳内に装着されているかどうかを検出するために使用する。受音素子２２はヘッドホン
２０内に配置できる通常のマイクロホンとしてもよい。
　受音素子２２は、ヘッドホン装置２０がユーザの耳に装着された状態で、ユーザの耳内
反射音を受音するように配置された耳内反射音用受音素子とされる。
　ヘッドホン装置２０には、図４で後述するように、受音素子２２で得られる受音信号を
、接続された再生装置本体１に供給する出力端子が設けられている。
【００２６】



(7) JP 2012-169828 A 2012.9.6

10

20

30

40

50

　つぎに、再生装置本体１の内部構成を説明する。図２に示すように、再生装置本体１は
、音源６、デコーダ４、ゲイン調整部５、信号重畳器１１、ＤＡＣ／パワーアンプ３、再
生音量累積部７、記憶部８、マイクアンプ１０およびヘッドホン装着判定部９を備える。
【００２７】
　音源６には、音声信号データが保存されている。具体的な構成としては、例えばフラッ
シュメモリなどの固体メモリで構成されても良いし、例えばＨＤＤ（Hard Disk Drive）
により構成されてもよい。
　また内蔵の記録媒体ではなく、可搬性を有する記録媒体、例えば固体メモリを内蔵した
メモリカード、ＣＤ（Compact Disc）やＤＶＤ（Digital Versatile Disc）などの光ディ
スク、光磁気ディスク、ホログラムメモリなどの記録媒体に対応するドライブ装置などと
して構成することもできる。
　もちろん、固体メモリやＨＤＤ等の内蔵タイプのメモリと、可搬性記録媒体に対するド
ライブ装置の両方が搭載されてもよい。
　この音源６には、図示しない制御部の制御に基づいて音声信号データが書き込み／読み
出される。
　なお、音源６においては、例えば音声信号データが所定の音声圧縮符号化方式により圧
縮符号化された状態で記憶されているとする。
【００２８】
　デコーダ４は、音源６から読み出された圧縮オーディオデータを伸張処理するものであ
る。
【００２９】
 ゲイン調整部５は、デコーダ４により伸長された音声信号を適正な出力レベルにするた
めにゲインを調整するものである。
【００３０】
　正弦波信号発生部２は、 可聴帯域外の正弦波信号を出力する。この正弦波の可聴帯域
外信号の周波数は、例えば４０ｋＨｚ程度とすればよい。そしてこの可聴帯域外信号は、
ゲイン調整部５から出力された音声信号に対して信号重畳器１１により重畳される。
【００３１】
　ＤＡＣ／パワーアンプ３は、可聴帯域外信号が重畳された音声信号についてＤ／Ａ変換
処理を行ってアナログ信号に変換し、さらにスピーカ２１を駆動するためにそのアナログ
信号を所定のレベルに増幅するものである。
　そして、このアナログ信号は、ヘッドホン装置２０のスピーカ２１に供給され、この信
号によりスピーカ２１が駆動される。
　なお、ＤＡＣ／パワーアンプ３においては、デジタルパワーアンプに置き換えても良い
。
【００３２】
　マイクアンプ１０は、ヘッドホン装置２０側の受音素子２２が受音した受音信号を所定
のレベルに増幅する。
【００３３】
　ヘッドホン装着判定部９は、マイクアンプ１０からの受音信号を受け取り、その受音信
号から可聴帯域外信号を抽出し、この大きさを解析することにより、ヘッドホン装置２０
が耳内に装着されているかどうかを判定する。
　そしてその判定結果を制御信号として再生音量累積部７に送出する。
【００３４】
　再生音量累積部７は、ヘッドホン装置２０が耳内に装着されているかどうかに基づき、
スピーカ２１の再生音量を、記憶部８に累積するものである。ヘッドホン装置２０が耳内
に装着されているかどうかはヘッドホン装着判定部９から出力される制御信号により表さ
れている。したがって、この制御信号により、再生音量の累積の開始、停止が制御できる
。
　なお、再生音量は例えば、音源６からの出力レベル、ゲイン調整部５のゲイン値および
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ＤＡＣ／パワーアンプ３のゲイン値の時間変化から求められる。
【００３５】
　次に図３により、ヘッドホン装着判定部９の各種構成例について説明する。
　図３（ａ）は、入力した受音信号をアナログ処理する場合の構成を示している。図３（
ｂ）と図３（ｃ）は入力した受音信号をデジタル処理する場合を示している。
【００３６】
　図３（ａ）において、受音素子２２により集音された受音信号はマイクアンプ１０を介
して、バンドバスフィルタ（ＢＰＦ）３０に入力される。ＢＰＦ３０は必要な範囲の周波
数の信号のみを通し、他の周波数の信号は通さない（減衰させる）ので、ここでは可聴帯
域外信号のみ通過させることができる。すなわち、ＢＰＦ３０は可聴帯域外信号のみ抽出
する。
【００３７】
　抽出された可聴帯域外信号は、処理部３１で時間平均化が行われる。この場合、負の値
は反転させて正の値として平均化してもよいし、正の値のみ取り出して平均化してもよい
。この処理部３１により安定した出力を求めることができる。
　この出力を積分器３２に入力し、単位時間について累積加算を行い加算値を求める。こ
の値についてスレッショルド判定部３３で判定を行う。すなわち、スレッショルド値（一
定の値）より大きいか否かでヘッドホン装置が耳内に装着されているかどうかを判定する
。
【００３８】
　ヘッドホン装着判定部９の判定処理はＤＳＰ（デジタルシグナルプロセッサ）５１，５
２によりデジタル演算で処理することもできる。図３（ｂ）、図３（ｃ）はその具体例を
示している。
　図３（ｂ）において、受音素子２２により集音された受音信号はＡ／Ｄ変換器３４に入
力される。Ａ／Ｄ変換器３４により、アナログ信号がデジタル信号に変換される。
【００３９】
　このデジタル信号は、ヘッドホン装置２０の耳内装着の判定を行うＤＳＰ５１に入力さ
れる。ＤＳＰ５１内でアナログ処理と略同様の処理が行われる。即ちＢＰＦ３５による可
聴帯域外信号の抽出、処理部３６による抽出された信号の平均化、累積加算部３７での平
均化された値の単位時間についての累積加算が行われる。そしてこの累積加算値からスレ
ッショルド判定部３８で判定を行う。すなわち、スレッショルド値（一定の値）より大き
いか否かでヘッドホン装置が耳内に装着されているかどうかが判定される。
【００４０】
　また、図３（ｃ）は、ＤＳＰ５２を使用し、可聴帯域外信号の抽出をＦＦＴ（高速フー
リエ変換）４０により行う例である。
　この場合、ＦＦＴ４０で可聴帯域外信号の周波数変換、処理部３９で可聴帯域外信号の
振幅抽出、帯域限定処理、時間平均化、累積加算部３７での平均化された値の単位時間に
ついての累積加算、スレッショルド判定部３８で判定が行われ、ヘッドホン装置が耳内に
装着されているかどうかが判定される。
　ＦＦＴ４０により可聴帯域外信号を抽出することにより、ＢＰＦ３５より高精度に可聴
帯域外信号を抽出できる。
【００４１】
　続いて図４は、第１の実施と形態における再生装置本体１とヘッドホン装置２０の接続
の詳細を示した図である。　
　再生装置本体１とヘッドホン装置２０は、再生装置本体１の接続ジャック４２にヘッド
ホン装置２０の接続プラグ４１が挿入されることで接続される。
【００４２】
　再生装置本体１からヘッドホン装置２０に音声信号を供給する伝送路として、Ｌチャン
ネルＬｃｈ（左耳用）とＲチャンネルＲｃｈ（右耳用）の伝送路が形成されている。上述
した図２では、ＤＡＣ／パワーアンプ３から出力された音声信号はスピーカ２１に一本の
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線で供給されているが、これは簡易的に記載したものである。詳細な接続は、図４のとお
りである。
【００４３】
　図示するように、ＬチャンネルＬｃｈの音声信号は出力端子ＤＬｏｕｔに供給され、Ｒ
チャンネルＲｃｈの音声信号は出力端子ＤＲｏｕｔに供給される。
　そしてヘッドホン装置２０側には、上記ＤＬｏｕｔ、ＤＲｏｕｔに対応する端子として
、端子ＤＬｉｎ、ＤＲｉｎが設けられており、接続ジャック４２と接続プラグ４１が接続
されることにより、ＬチャンネルＬｃｈおよびＲチャンネルＲｃｈの音声信号がスピーカ
２１ａ、スピーカ２１ｂに供給される。　
【００４４】
　また、受音素子２２ａ、２２ｂから集音した受音信号を受信する伝送路として、Ｌチャ
ンネルＬｃｈ（左耳用）とＲチャンネルＲｃｈ（右耳用）の伝送路が形成されている。上
述の図２では、受音素子２２により集音された信号はマイクアンプに一本の線で供給され
ているが、これは簡易的に記載したものである。詳細な接続は、図４のとおりである。
　なお、集音はＬチャンネルＬｃｈおよびＲチャンネルＲｃｈのうち、何れか一方のみを
使用してもよい。
【００４５】
　図示するように、受音素子２２ａにより集音された受音信号は出力端子ＳＬｏｕｔに供
給され、受音素子２２ｂにより集音された受音信号は出力端子ＳＲｏｕｔに供給される。
そして再生装置本体１側には、上記ＳＬｏｕｔ、ＳＲｏｕｔに対応する端子として、ＳＬ
ｉｎ、ＳＲｉｎが設けられており、接続ジャック４２と接続プラグ４１が接続されること
により、ＬチャンネルＬｃｈおよびＲチャンネルＲｃｈの受音信号がマイクアンプに供給
される。
【００４６】
　なお、図２ではマイクアンプ２０及びヘッドホン装着判定部９を一系統のみ示している
が、受音素子２２ａ、２２ｂに対応して２系統設けられればよい。
　その場合、一方のチャンネルのヘッドホン装着判定部９と、他方のチャンネルのヘッド
ホン装着判定部９のうちで、一方のみ装着状態と判定されることもあり得る。ユーザーが
片方の耳のみ装着しているような場合である。その場合、後述する累積動作に関しては装
着状態とすればよい。
　但し、２系統のヘッドホン装着判定部９のアンド条件で装着状態と判定するようにして
もよい。
　また、マイクアンプ２０のみを２系統設け、その２つのマイクアンプ２０の合成信号を
１つのヘッドホン装着判定部９に供給するという構成例も考えられる。
【００４７】
　図４において、さらに接続ジャック４２と接続プラグ４１の１つの端子を使用してスピ
ーカ２１ａ、２１ｂと受音素子２２ａ、２２ｂの片側の端子が再生装置本体１側のＧＮＤ
に接続される。
　これにより、再生装置本体１のＧＮＤを基準にして、音声信号と受音信号の送受が可能
となる。
【００４８】
　本実施の形態では、受音素子２２ａ，２２ｂによる受音信号を再生装置本体１に供給す
るが、この図４の接続端子構成により、接続ジャック４２および接続プラグ４１の５端子
のみを使用して必要な接続をすることができる。これにより、既存のヘッドホン装置（い
わゆるノイズキャンセル機能を有する５極プラグのヘッドホン装置）と互換性を保つこと
も可能となる。
【００４９】
　図５は、実施の形態のヘッドホン装置２０の内部構造と動作の説明図である。
　図５（ａ）の左図は、ヘッドホン装置２０の側面の方向からの透視図である。右図は、
その断面図である。
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　図のとおり、受音素子２２はスピーカ２１から放射される音声を直接集音しないように
ヘッドホン装置２０の筐体内は専用スペース２３で区切られている。受音素子２２は専用
スペース２３の下側に配置される。この状態ではスピーカ２１から可聴帯域外信号の重畳
された音声信号が出力されたとしても、受音素子２２はその放射された音声信号を直接集
音することはない。
【００５０】
　図５（ｂ）は、ヘッドホン装置２０が耳内に装着された状態を模擬した図である。この
場合、スピーカ２１から出力された可聴帯域外信号の重畳された音声信号は、専用スペー
ス２３の空間内を伝搬し、ヘッドホン装置２０が耳内に装着された状態では、その音声信
号は耳内で反射され、受音素子２２はその反射信号を集音することができる。
　即ち受音素子２２は、音声信号及び可聴帯域外信号を、耳内反射音として受音する。
【００５１】
　このような受音信号が、再生装置本体１に供給される。再生装置本体１では、この受音
信号から可聴帯域外信号を抽出し、ヘッドホン装置２０が耳内に装着されたかどうかを判
定する。この動作は図３で説明したとおりである。　
【００５２】
　図６、図７は、上記により説明した第１の実施の形態において実行されるべき処理動作
を示したフローチャートである。図６は、累積処理及びゲイン制御処理を示している。図
７（ａ）は、メイン動作を表すフロ－チャートである。図７（ｂ）は、ヘッドホン装置２
０が耳内に装着されたか、又は耳内から外されたかで処理がスタートする割り込み処理を
表すフローチャートである。
【００５３】
　図６，図７で再生音量累積部７の処理を説明する。
　まず図６は、再生音量累積部７での累積処理及びゲイン制御処理を示している。
　再生中において、再生音量累積部７では、この図６の処理を継続的に実行する。
　まずステップＳ１０で、再生音量累積部７は、再生したオーディオデータの信号レベル
、ゲイン調整部５のゲイン、ＤＡＣ／パワーアンプ３のゲイン等を入力し、今回の再生音
量値を求める。例えば或る単位期間として、音源６からの出力オーディオデータのレベル
、ゲイン調整部５のゲイン値およびＤＡＣ／パワーアンプ３のゲイン値の各平均値を求め
、これらから現在の音量としての係数値を設定する。
　即ち図１（ｅ）で示した累積値の傾きに相当する係数である。これに対象となった単位
時間の値を乗算したものを、今回の再生音量値とする。これは現在のスピーカ出力音量の
値とみることができる。
【００５４】
　ステップＳ１１で再生音量累積部７は、現在の累積値に、今回の再生音量値を加算して
新たな累積値とする。そして記憶部８に新たな累積値を記憶させる。
　ステップＳ１２で、累積値が所定の規制値に達するまでは、このステップＳ１０，Ｓ１
１を単位時間ごとに繰り返し実行する。従って、その時々の音量に応じた傾きで、図１（
ｅ）に示したように累積値が上昇していくこととなる。
【００５５】
　ある時点で、累積値が規制値に達したら、再生音量累積部７はステップＳ１３に進み、
ゲイン調整部５のゲイン規制を行う。
　例えば最大ゲインを、図１（ｂ）に示したボリュームＶ１に相当するゲインに規制する
。これによって、難聴対策のための出力音量規制が実行されることとなる。
【００５６】
　なお、この図６では、ゲイン規制を行った後については示していないが、その後一定期
間経過したらゲイン規制を解除することが考えられる。
　また、累積値自体も、ある期間経過でリセットすることが考えられる。
【００５７】
　再生音量累積部７は、以上の図６の累積値演算を、再生時には常時行うわけではあるが
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、本実施の形態では、ステップＳ１０，Ｓ１１の累積値演算処理自体が停止される場合が
ある。
　図７で説明する。
　図７（ｂ）は再生音量累積部７において所定タイミング毎に実行される割り込み処理を
示している。この割り込みは、ハード的な割り込みでもよい。
　ステップＳ２０１で再生音量累積部７は、ヘッドホン装着判定部９の制御信号、つまり
ヘッドホン装着有無の判定信号を確認する。
　そして、判定結果として装着状態を示しているのであれば、再生音量累積部７はステッ
プＳ２０２で装着フラグをオンとする。
　一方、判定結果として非装着状態を示しているのであれば、再生音量累積部７はステッ
プＳ２０３で装着フラグをオフとする。
【００５８】
　図７（ａ）は、再生音量累積部７の実行する上記図６の処理を含んだ全体動作を表して
いる。この図において、図６のステップＳ１０，Ｓ１１の処理は再生音量累積ロジックに
相当する。
　ステップＳ１００において再生音量累積部７は、ヘッドホン装置２０が耳内に装着され
ているかどうかを上述の割り込み処理で設定された装着フラグの状態により判定する。装
着フラグがオンであれば、現在ヘッドホン２０装置は耳内に装着されているとし、ステッ
プＳ１０１に進む。
【００５９】
　ステップＳ１０１で再生音量累積部７は、現在再生音量の累積動作、つまり図６のステ
ップＳ１０，Ｓ１１の処理を実行中であるか否かを確認する。
　再生音量の累積動作が行われている状態であれば、再生音量累積部７はステップＳ１０
２に進み、再生音量の累積処理を引き続き継続する。
　再生音量の累積動作が停止状態であれば、再生音量累積部７はステップＳ１０３に進み
、再生音量の累積処理を開始又は再開する。
【００６０】
　ステップＳ１００の時点で、装着フラグがオフと確認した場合は、再生音量累積部７は
、ヘッドホン装置２０は現在、耳内に装着されていないとし、ステップＳ１０４に進む。
そして再生累積動作を停止する。
【００６１】
　ステップＳ１０２、ステップＳ１０２、ステップＳ１０４の処理の終了後は、処理動作
はステップＳ１０５に進む。ステップＳ１０５では、一定時間の待ち時間が設定され、そ
の時間の後上記動作が繰り返される。なお、待ち時間はゼロでもよい。
【００６２】
　以上の図６、図７（ａ）（ｂ）の処理が行われることで、再生音量累積部７では、図１
（ｅ）で述べたような累積値演算が行われる。
　つまり、再生装置本体１を使用する者がいかなる形態で使用したとしても、ヘッドホン
装置２０を耳内に装着しているかどうかを検出して、ヘッドホン装置２０が耳内に装着し
ているときのみ、再生装置本体１からの再生信号を累積する。このため、この累積値に基
づくゲイン制限は適切な音圧制限処理となる。
　また、再生装置本体１とヘッドホン装置２０とは、５極のコネクタで接続できるので、
従来のものと互換性を保ちながら本発明を適用できる。
【００６３】
＜３．第２の実施の形態＞

　続いて、第２の実施の形態について説明する。
　この実施の形態は、再生装置本体とヘッドホン装置がノイズキャンセリング機能を有す
る場合の適用例である。
　ノイズキャンセリングの方式にはフィードバック方式（以下ＦＢ方式）とフィードフォ
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ワード方式（以下ＦＦ方式）の二種類がある。第２の実施の形態としては、ＦＦ方式の場
合を説明する。ＦＢ方式の場合は第３の実施の形態として説明する。
【００６４】
　図８は、第２の実施の形態のブロック図である。以下の説明において、既に説明した部
分と同様となる部分については同一符号を付して説明を省略する。
　ヘッドホン装置１２０は、スピーカ２１と受音素子２２とは別にノイズキャンセリング
用マイク２４と加算器２５が付加された構成となる。
【００６５】
　ＦＦ方式の場合、ノイズキャンセル用マイクロホン２４は、ヘッドホン装置１３０の筐
体の外部に配置されて外来ノイズを集音可能な構成とされる。
　加算器２５は、受音素子２２が集音した信号にノイズキャンセリング用マイクロホン２
４で受信した信号を重畳するものである。　　
【００６６】
　再生装置本体１００は、ＬＰＦ１６（ローパスフィルタ）、ノイズキャンセル信号発生
部および加算器１４が付加された構成となる。
　加算器１４はＤＡＣ１２（Ｄ／Ａ変換）とパワーアンプ１３の間に付加されている。な
お、パワーアンプ１３の後に付加してもよい。
　またデジタル処理であれば、ＤＡＣ１２の前で加算されることになる。
【００６７】
　ヘッドホン装置１２０から伝送された受音信号は、マイクアンプ１０を経由して、ＨＰ
Ｆ１５（ハイパスフィルタ）とＬＰＦ１６（ローパスフィルタ）に入力される。これによ
りヘッドホン装置１２０で加算器２５により加算された信号を可聴帯域外信号とノイズ成
分とに分離することができる。
　この分離処理は、マイクアンプ１０の出力をＡ／Ｄ変換（ＡＤＣ）し、デジタル処理で
も実現可能である。
【００６８】
　ＨＰＦ１５で抽出される可聴帯域外信号はヘッドホン装着判定部９に入力され、この信
号に基づいてヘッドホン装置２０の耳内への装着の有無が判定される。詳細は、第１の実
施の形態と同様である。
　ＬＰＦ１６で抽出されたノイズ成分はノイズキャンセル信号発生部１７に入力され、こ
のノイズ成分に基づくノイズキャンセル用の信号がノイズキャンセル信号発生部１７より
出力される。例えばノイズキャンセル信号発生部１７は、ノイズ成分の逆相波形のノイズ
キャンセル信号を生成する。
　ノイズキャンセル用信号は加算器１４により音声信号に重畳される。この音声信号が耳
内でスピーカ２１により再生されると耳内のノイズがキャンセルされることになる。
【００６９】
　以上のように ノイズキャンセル機能を有する再生装置本体１００とヘッドホン装置１
２０においても、ヘッドホン装着１２０が耳内に装着されたかどうかに応じた、再生音量
の適切な累積が実現される。
　本発明によれば、再生装置を使用する者がいかなる形態で使用したとしても、ヘッドホ
ン装置１２０を耳内に装着しているかどうかを正確に検出して、ヘッドホン装置１２０が
耳内に装着しているときのみ、再生装置本体１００からの再生信号を累積することができ
るので、この累積値に基づく適切な音圧制御が可能となる。
【００７０】
＜４．第３の実施の形態＞

　続いて、第３の実施の形態について説明する。本実施の形態はノイズキャンセルの方式
がＦＢ方式の場合である。
　図９は、第３の実施の形態としての再生装置本体１００とヘッドホン装置１３０を示す
。以下の説明において、既に説明した部分と同様となる部分については同一符号を付して
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説明を省略する。
【００７１】
　ＦＢ方式なので、ノイズキャンセリング用マイクロホン２６はヘッドホン装置１３０の
筐体内に配置され、耳内の雑音を含んだ音声信号を集音する。
　ここで、このマイクロホン２６は、装着判定に用いる可聴帯域外信号の反射音を受音す
る受音素子としても機能するようにしている。
　つまり反射音用の受音素子と、ＦＢ方式のノイズ集音用受音素子を兼用する受音素子が
設けられている構成である。
【００７２】
　再生装置本体１００の構成は上記第２の実施の形態とほぼ同様である。但しノイズキャ
ンセル信号発生部１７は、ＦＢ方式でのフィルタリングでノイズキャンセル信号を生成す
る点が異なる。
　ＨＰＦ１５で抽出される可聴帯域外信号はヘッドホン装着判定部９に入力され、この信
号に基づいてヘッドホン装置２０の耳内への装着の有無が判定される。詳細は、第１の実
施の形態と同様である。
　ＬＰＦ１６で抽出された音声信号＋ノイズ成分はノイズキャンセル信号発生部１７に入
力される。ノイズキャンセル信号発生部１７はこの入力信号からノイズ成分の逆相波形の
ノイズキャンセル信号を生成する。
　ノイズキャンセル用信号は加算器１４により音声信号に重畳される。この音声信号が耳
内でスピーカ２１により再生されることで、ユーザはノイズがキャンセルされた再生音声
を聴くことができる。
【００７３】
　以上のように ノイズキャンセル機能を有する再生装置本体１００とヘッドホン装置１
３０においても、ヘッドホン装着１２０が耳内に装着されたかどうかに応じた、再生音量
の適切な累積が実現される。
　そしてこの場合、ノイズキャンセルのためのマイクロホンと、装着判定のためのマイク
ロホンを兼用でき、ヘッドホン装置１３０側の構成の簡略化が実現できる。
【００７４】
＜５．第４の実施の形態＞

　続いて、第４の実施の形態について説明する。本実施の形態は周波数依存性抵抗部を用
いてりヘッドホン装置１４０の耳内への装着の有無を検出しようとするものである。ここ
でいう周波数依存性抵抗部は、低周波数信号と高周波数信号（ここでは可聴帯域外信号）
とにより抵抗値が変化するものである。周波数依存性抵抗部の一例としてフェライトビー
ズＢ１によりヘッドホン装置１４０の耳内への装着の有無を検出する例を述べる。
【００７５】
　図１０（ａ）は、第４の実施の形態のブロック図である。既に説明した部分と同様とな
る部分については同一符号を付して説明を省略する。
　ヘッドホン装置１４０において、直流電圧ＤＣが再生装置本体２００側の出力端子ＤＣ
ｏｕｔに供給される。ヘッドホン装置側には出力端子ＤＣｏｕｔに対応する入力端子とし
てＤＣｉｎが設けられているので、接続ジャック４２と接続プラグ４１が接続されること
により直流電圧ＤＣが抵抗Ｒ１、抵抗Ｒ２を介して受音素子２２ａ、受音素子２２ｂに供
給される。
　抵抗Ｒ１、抵抗Ｒ２は電流調整用の抵抗である。
【００７６】
　ヘッドホン装置１４０の受音装置２２ａ、受音装置２２ｂの直流電圧ＤＣが供給されて
いる端子とは別の端子と、スピーカ２１ａとスピーカ２１ｂの片側のそれぞれ端子とが一
つに接続され、接続プラグ４１と接続ジャック４２の１つの端子を経由して、再生装置本
体２００側に付加されているフェライトビーズＢ１を介してＧＮＤに接続される。
【００７７】



(14) JP 2012-169828 A 2012.9.6

10

20

30

40

50

　再生装置本体２００には、さらにバンドパスフィルタ６２ａ、整流回路６１ａ、電圧検
出器６０ａが付加される。電圧検出器６０ａの二つの端子のうち、１の端子はＡ点からの
出力に接続する。他の端子には基準電圧Ｖが入力される。
　この場合、基準電圧ＶよりＡ点の電圧が高ければ電圧検出器６０ａは０から１を、また
は１から０を出力する。基準電圧Ｖより低ければ電圧検出器６０ａは１から０を、または
０から１を出力する。
　また、図１０（ｂ）のようにＡ点から異なる中心周波数を持つバンドパスフィルタ６２
ｂ、整流回路６１ｂ、電圧検出器６０ｂをもう一組付加し、ＬとＲで二つのバンドパスフ
ィルタの中心周波数に対応した周波数の可聴帯域外信号を再生すれば、ＬとＲ双方の検出
も可能となる。
【００７８】
　図１１はフェライトビーズＢ１を使用したときの等価回路を表している。Ｖｓは信号発
生源、Ｒ４は信号側回路の出力インピーダンスである。図１１（ａ）は高周波数帯域の信
号を接続した場合の等価回路である。この場合、フェライトビーズＢ１は抵抗のように働
くので高周波帯域では抵抗Ｒ３と等価となる。よってＡ点の電圧ＶＡはフェライトビーズ
の高周波帯域でのインピーダンスＲ３とによって、
　ＶＡ　= {Ｒ３／ ( Ｒ３+Ｒ４　) } Ｖｓ
と表せる。
　またＲ３>>Ｒ４であるため、ＶＡ≒Ｖｓとなり、Ａ点は一定の交流電圧が発生すること
になる。
【００７９】
　図１１（ｂ）は低周波数帯域の信号を接続した場合の等価回路である。この場合、フェ
ライトビーズＢ１はインピーダンスＲ３がゼロとみなせるため、Ａ点の電圧ＶＡはＶＡ≒
０となり、Ａ点はＧＮＤと同電位となる。
【００８０】
　ヘッドホン装置１４０の耳内への装着の有無は、可聴帯域外信号を音声信号に重畳し、
その音声信号に重畳されている可聴帯域外信号（高周波数帯域の信号）の反射を耳内で集
音することにより検出している。そうすると可聴帯域外信号を受けているときはＡ点は一
定の電圧となる。
　また、可聴帯域外信号を受けていないときは、これは低周波数帯域の信号を受けている
ときと同じなのでＡ点はＧＮＤとなる。
【００８１】
　すなわち、電圧検出部６０の出力はヘッドホン装置１４０が耳内に装着されたかどうか
を表す信号を出力する。この信号は、再生音量累積部７に与える累積動作の制御信号に相
当する。
【００８２】
　以上より、ヘッドホン装置１４０の耳内への装着の有無を検出するために音声信号に重
畳された可聴帯域外信号の抽出はフェライトビーズＢ１でも可能である。この場合、接続
ジャック４２と接続プラグ４１の接続端子は４端子で実現可能となる。さらにフェライト
ビーズＢ１の使用により再生装置本体２００の構成も簡易とすることができる。
　なお周波数依存性抵抗部としてはフェライトビーズに限定されない。例えば本例の場合
、可聴帯域外信号の有無に応じた電位状況が作り出せればよいため、抵抗とインダクタン
ス素子の組み合わせ等で形成することもできる。
　また、第１～４の実施の形態における再生装置は、音源６を内部に持たない例えば外部
の音源から音声を受信して再生する受信装置若しくはラジオチューナ等でもよい。
【符号の説明】
【００８３】
　１、１００、２００　再生装置本体、２　正弦波信号発生部、３　ＤＡＣ／パワーアン
プ、４　デコーダ、５　ゲイン調整部、６　音源、７　再生音量累積部、８　記憶部、９
　ヘッドホン装着判定部、１０　マイクアンプ、１１、１４、２５　加算器２０、１２０
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、１３０、１４０　ヘッドホン装置、２１　スピーカ、２２　受音素子、２３　専用スペ
ース　３０、３５　ＢＰＦ、３１、３６、３９　処理部、３２　積分器、３３、３８　ス
レッショルド判定部、３４　ＡＤＣ、３７　単位時間累積加算、４０　ＦＦＴ、４１　接
続プラグ、４２ 接続ジャック、５１、５２　ＤＳＰ、Ｂ１　フェライトビーズ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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